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平成２５年３月 

鳥取県教育委員会 

鳥取県幼児教育振興プログラム（改訂版） 

～ 遊びきる子ども ～ 

（平成２５年１月１１日） 



 

 

 

 鳥取県教育委員会では、このたび平成１６年５月に策定した「鳥取県幼児教育振興プ

ログラム」を改訂し、今後の幼児教育の充実に向けた方向性や取組を示す「鳥取県幼児

教育振興プログラム（改訂版）」を策定しました。 

 

 近年、子どもたちや保護者を取り巻く社会環境の変化とともに、人間関係の希薄化、

家庭や地域の教育力の低下などが懸念されています。幼児においても、外遊びや直接体

験、子ども同士が群れて遊ぶ機会の不足、基本的生活習慣の自立の遅れなどの傾向が見

られます。また、保護者が子育てに不安や悩みを抱えている現状もあります。さらに、

いじめ問題は全国的に深刻な状況であり、幼い頃から、生命を尊重する心、思いやりや

社会性、規範意識や道徳性、感動する心など豊かな人間性を育成するため、心の教育の

充実が最も重要な課題であることを改めて感じています。 

 

平成１８年に改正された教育基本法に「幼児期の教育」が新たに規定され、平成１９

年の学校教育法の改正において、幼稚園が義務教育及びその後の教育の基礎を培うもの

として学校種の中での位置付けが見直されました。また、平成２０年３月に改訂された

幼稚園教育要領と保育所保育指針の中では、幼稚園・保育所において生きる力の基礎と

なる質の高い「幼児教育・保育」が求められています。 

 

今、就学前教育の重要性が一層指摘されています。本プログラムは、鳥取県の幼児教

育はどうあるべきかを明確にし、今後の幼児教育の指針として提案するものであり、各

市町村及び幼児教育関係者において、積極的に活用されることを望んでいます。 

 

最後になりましたが、本プログラム作成のために真摯に御協議いただいた鳥取県幼児

教育振興プログラムの改訂に係る検討委員会委員並びにアドバイザーの皆様をはじめ、

多くの意見を寄せていただいた皆様に深く感謝申し上げます。 

 

 

 

 

平成２５年３月   

鳥取県教育委員会教育長 横濵 純一 

 

はじめに 



目 次 

 

○ 「遊びきる子ども」をめざして・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１  

○ 鳥取県幼児教育振興プログラム（改訂版）の全体像・・・・・・・・・・・・・２  

 

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 

 

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５  

 

 

                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３   

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

      第Ⅳ章の見方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

 

（１） 幼稚園教育要領・保育所保育指針に沿った幼児教育･保育の展開 ・・１９ 

（２） 幼児教育・保育環境の改善・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

（３） 特別支援教育の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅰ章 改訂の趣旨 

第Ⅱ章 鳥取県の現状

第Ⅲ章 めざす子どもの姿 

第Ⅳ章 推進の柱と基本方針及び目標 

１ 幼児教育・保育内容の充実 

５領域に関して 

意識してほしい 

ポイント（P22） 

学校評価・ 

自己評価とは 

（P28） 

個別の（教育）支援計画・ 

個別の指導計画の作成のために 

（P34･35･36） 

３ 育ちと学びの連続性 

２ 遊びの中の学び 

１ 遊びきる子ども 

幼児期の子どもたちにとって「遊びきる」ことの意味を考えます。 

キーワードは｢乳幼児期にふさわしい遊びと生活｣ 

特に現場の先生方の保育実践の充実のために 



 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７   

（１） 研修体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９ 

（２） 研修内容の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７ 

（１） 連携・交流の体制づくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９ 

（２） つながりを意識した幼児教育･保育内容の充実 ・・・・・・・・・・５３ 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・５７ 

（１） 「親と子の育ちの場」の充実  ・・・・・・・・・・・・・・・・・５９ 

（２） 子育て支援体制の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５ 

（３） センター的機能の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９ 

 

 

 

 

・・・・・・・・７１ 

（１）幼児教育関係組織の連携   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７３ 

（２）幼保一体化など新しい課題への対応   ・・・・・・・・・・・・・・７７ 

（３）地域に支えられた園づくりの推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・８１ 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８３ 

（１） 幼児教育振興プログラムの改訂に係る検討委員会名簿・・・・・・・ ８４ 

（２） 連絡先一覧（県関係課・子育て情報）・・・・・・・・・・・・・・・８５ 

 

２ 教員・保育士等の資質の向上 

３ 小学校教育との連携推進 

４ 子育て・親育ち支援の充実 

５ 地域で支える幼児教育の推進 

資料編 

各園で計画的・組織的

に研修を進めるために

（P40） 

大切にしたい幼小の 

「尊重すべきちがい」 

（P52） 

スタートカリキュラム例（P50） 

 

「とっとり子育て 

親育ちプログラム」

（P60） 

市町村における 

政策プログラムの策定 

（P76） 

親子の読み聞かせを 

すすめましょう！ 

（P62） 

鳥取県の自然や文化など

を保育に取り入れて 

（P82） 

「幼児教育・ 

保育相互理解研修」（P46） 
キーワードは「専門性の向上」 

園内・園外研修の活性化のために 

 

連携のステップ（P54） 

 

キーワードは「相互理解」 

幼児期の発達や学びが 

つながるために 

キーワードは「家庭教育を支える」 

共働き家庭が多い鳥取県の家庭教育を 

支えるために 

キーワードは「関係機関がつながる」 

県・市町村が連携し、地域の子どもを

地域で育てるために 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めざす幼児の姿 

遊びきる子ども 

【鳥取県幼児教育振興プログラムの全体像】 

 本県がめざす幼児の姿「遊びきる子ども」の育成に向けて、下記の５つの推進の柱に基づ

き、基本方針と目標を設定しました。県と県内全ての幼稚園・保育所・認定こども園、設置

者が各々取り組むことを具体的に示しています。 

【キーワード】 

「遊びきる子ども」の育成に向けて

５つの柱にはキーワードを設けてい

ます。例えば、推進の柱１では、「乳

幼児期にふさわしい遊びと生活」を通

して、「遊びきる子ども」を育てます。 

専門性の向上 

相互理解 

 

家庭教育を支える 

支える 

関係機関がつながる 

乳幼児期にふさわしい遊びと生活 
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第Ⅰ章 改訂の趣旨 

 
県教育委員会では、平成１６年５月に｢鳥取県幼児教育振興プログラム」を策定し、

幼児教育充実に向けた取組を推進してきました。その間、少子高齢化や核家族化をはじ

めとする幼児を取り巻く環境の変化もあり、幼児の育ちなどに対するさまざまな課題へ

の対応が必要となっています。 
また、県内では幼保一体化施設や認定こども園が開設されるなど、各地域の実態に応

じた幼児教育・保育が展開されつつあります。 
さらに、国の法改正や、平成１８年１０月に策定された国の「幼児教育振興アクショ

ンプログラム」､平成２０年３月に告示された「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」に

基づく対応も必要となっています。 
このような状況を踏まえ、時代の変化や新たな課題に対応した今後の本県や各市町村、

各園における幼児教育・保育の方向性や具体的な取組等の指針を示すため、プログラム

を改訂することになりました。 
改訂にあたっては、県内学識経験者、保護者、幼稚園・保育所・小学校、市町村保育

担当課の関係者と県外アドバイザーからなる鳥取県幼児教育振興プログラムの改訂に係

る検討委員会で協議いただいたことをもとに、県教育委員会が改訂作業を進めました。 
県教育委員会では、このプログラムに沿って、知事部局や関係課をはじめ、各市町村

と連携・協力しながら、幼児教育・保育の充実に向けた取組を推進し、幼稚園・保育所・

認定こども園、家庭・地域を支援していきます。 

今後、市町村においては、本プログラムを参考に、地域の実情に応じて幼児教育に関

する政策プログラムを策定または改訂するとともに、幼稚園・保育所・認定こども園や

家庭・地域、関係機関等が連携して取り組むことが期待されます。幼稚園・保育所・認

定こども園においては、教育・保育課程や指導計画、教職員の研修計画を作成・実施し、

幼児教育・保育の充実に努めることが期待されます。 

なお、本プログラムは、おおむね５年間を目途に、必要に応じて見直していくことに

しています。また、改訂前のプログラム（平成１６年５月策定）は３歳から５歳の幼児

教育を対象としていましたが、０歳から２歳までの乳幼児期における家庭教育等も極め

て重要な意味を持つものと考え、乳児の受入れをする保育所や認定こども園にも対応で

きるよう、０歳から就学前の乳幼児を対象に含めました。 
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幼稚園や保育所、認定こども園においては、乳幼児の発達の過程に応じた養護と教育

が一体的に取り組まれ、一般的にはそれが「保育」として表現されています。 
しかし、このプログラムでは、原則として「幼児教育」は幼稚園児を対象とする教育

（幼児期の学校教育）、「保育」は保育所児童を対象とする保育という言葉で表現してい

ます。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 
保育所の保育については、保育所保育指針で「養護と教育を一体的に行うことを特

性とする」と示されています。「養護」とは「子どもの生命の保持及び情緒の安定を

図るために保育士等が行う援助やかかわり」であり、「教育」とは「子どもが健やか

に成長し､その活動がより豊かに展開されるための発達の援助であり、『健康』『人間

関係』『環境』『言葉』及び『表現』の５つの領域から構成される」としています。 
幼稚園については、学校教育法第２２条で「幼稚園は、義務教育及びその後の教育

の基礎を培うものとして、幼児を保育し幼児の健やかな成長のために適当な環境を与

えて、その心身の発達を助長することを目的とする」と幼児の発達の特性から教育の

前提として養護や保護といったことが必要であると示されています。 

＊＊「幼児教育」と「保育」について＊＊ 
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第Ⅱ章 鳥取県の現状 

県内には、平成２４年４月現在、公立幼稚園８(うち休園２)、国立大学附属幼稚園１、

私立幼稚園２８、保育所１９１の施設があり、そのうちの１１園が認定こども園です。 
（６ページ資料１「幼稚園・保育所の施設・入所児童数」）  
また、県内１９市町村のうち、幼稚園を設置する市町村は７市町村、保育所のみを設

置する市町村は１２市町村です。平成２３年度の就園率(小学校１年生に占める幼稚園、

保育所修了者の割合)は、幼稚園約３４％、保育所約６２％であり、保育所に入所する幼

児の方が多い状況となっています。（６ページ資料２「就園率」）全国と比べても、幼稚

園の就園率は３５位と低く、反対に保育所の就園率は８位と高くなっています。 
女性の社会進出、雇用形態の多様化の要因もあり、保育所入所児童数は年々増加して

います。（６ページ資料３「保育所への入所状況」）三世代同居の割合は全国８位、児童

１０万人あたりの保育所数は全国５位となっており、子育てのしやすい社会状況にある

のではないかと推察されますが、年度途中の１歳未満からの入所や長時間保育を受ける

子どもの割合が増加する傾向があるなど、保育ニーズの多様化に応じた対応が求められ

ています。 
県内でも、核家族化、少子・高齢化をはじめとする社会の変化などにより人間関係が

希薄化したり、家庭教育が困難になったりする状況があります。また、地域の教育力の

低下も懸念されています。（８ページ資料４「地域の姿について」）さらに、家庭での豊

かな体験が不足してきており、幼稚園・保育所・認定こども園で豊かな体験をさせてい

くことが必要です。人格形成の基礎を培う重要な幼児期の教育を充実するとともに、県

内すべての乳幼児の健やかな育ちを支えることが重要な課題となっています。 
県教育委員会と福祉保健部は、連携事業として研修を実施し、幼稚園教員･保育士の指

導力向上を図っています。また、幼児教育専任指導主事（以下専任指導主事）と保育専

門員が幼稚園・保育所を訪問して、幼児教育・保育に関する実態把握、指導助言を行う

ことにより、各園（所）の取組を支援しています。平成２２年度からは､市町村保育担当

課と連携して､保育所の計画訪問を実施しています。 
一方、保育の実施主体である市町村は単独で保育所指導を行う専任職員の配置が困難

であったり、幼児教育に関する政策プログラムの策定が進んでいなかったりするなど、

市町村の幼児教育充実体制は十分とはいえない状況があります。 
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＜就園率＞ ※小学校１年生に占める割合                       

幼稚園は平成２３年５月１日現在、保育所は平成２２年５月１日  

「学校基本調査」文部科学省・「社会福祉施設等調査」厚生労働省 

 

＜保育所への入所状況＞                    

「鳥取県の少子化の現状と子育て支援の取組」 

（平成２４年７月 鳥取県福祉保健部子育て王国推進局） 

 

＜幼稚園・保育所の施設・入所児童数＞          

(幼稚園は平成２４年５月１日現在、保育所・届出保育施設等（認可外保育施設）は平成２４年４月１日現在) 

 

（人） 

資料１ 

資料２ 

資料３ 

区　分 施　設　数 入所児童数種別と対象児童
公立幼稚園
(国立も含む）

私立幼稚園

保育所

届出保育施設等

教育施設
(満３歳から就学前児童）

教育施設

(満３歳から就学前児童）

児童福祉施設
(乳児から就学前児童）

ベビーホテル、事業所内保

育施設などを含む。

191

(公立124、私立67）

28

42

(院内13、事業所内6、その他23）

338名

3,779名

16,346名

640名

9
※2園休園中
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幼児教育専任指導主事・保育専門員による園訪問の際の聞き取りや保育参観から、下

記のような姿がうかがえます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■子どもの姿 

早期から文字を覚え、数を数えるなど知的なことへの関心が高い一方で、家庭や地域

における外遊びや直接体験が不足している、基本的な生活習慣の定着や精神的な自立に

遅れがある、子ども同士のふれあいが希薄となり集団生活への適応に時間がかかるなど

の傾向が見られます。 
また、語彙は豊富であっても、自分の思いを言葉にして伝えたり相手の思いを受け止

めたりすること、大人とのかかわりはできても同年代の友達とかかわることなどが苦手

であるといった傾向も見られます。 
 

■保護者の姿 

子どもに対し、過保護や過干渉になりがちである一方、公共のマナーを教えられない、

子育てへの不安や孤立感がある、子育てを幼稚園や保育所等に依存しがちであるなど、

保護者自身についての課題が増えています。 
また、保護者同士の関係づくりにも課題が見られます。 
さらに、乳幼児期に親子の愛着関係をしっかりと築き情緒の安定を図っていくことや、

子育て文化の継承が課題となっています。（８ページ資料５「保護者の姿について」） 
 

■幼稚園教員や保育士の姿 

長時間保育への対応や勤務形態の複雑化などにより、研修時間の確保が難しくなって

います。（８ページ資料６「園内研修が『あまり充実していない』『充実していない』と

答えた理由」）また、研修意欲はあっても園外研修に参加しにくい状況もあります。 
子どもの育ちをつなげていくべき幼稚園・保育所・認定こども園・小学校においては、

子ども同士の交流や教職員の交流は進んできましたが、相互の保育・教育に対する理解

は必ずしも十分ではないという課題があります。 
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＜園内研修が「あまり充実していない」「充実していない」と答えた理由＞                  

  
  

 

 

 

 

 

鳥取県幼児教育調査（平成 24 年 5 月）      

＜保護者の姿について＞   

 
 
 
 
 

「つながりが創る豊かな家庭教育」（平成 24 年 3 月 文部科学省） 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2012/04/16/131

9539_1_1.pdf 

・自分の子どもを持つまで、赤ちゃんに接する経験のない人も多くなっています。 

・相談･協力できる人が家族にいないなど、親だけで子育てを担わなくてはならない家庭も増えています。 

・教育について豊富な情報や選択肢がある環境の中で、子育てに悩み、心理的に追い込まれている場合もあります。 

・生活のストレス、社会的な孤立感などが要因で、児童虐待につながることもあります。 

・自然体験や友達との遊びの体験、親から子へ知恵や習慣を伝承していくことが困難になっています。 

下記の資料は、本県の小学校・中学校の児童生徒の現状です。小学校以降の児童生徒

の学びにおいて、学ぶ意欲の向上や家庭での学習習慣の定着が大きな課題となってお

り、就学前の子どもたちの姿と無関係とはいえない状況にあります。 

＜地域の姿について＞  

【保護者自身の子ども時代と比較した「地域の教育力」】 

 

 

 

 

 

 

【地域の教育力が以前に比べて低下している主な要因】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域の教育力に関する実態調査」（平成１８年３月 文部科学省委託調査）   

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/003/siryou/06032317/002.htm 

 

資料４ 

資料５ 

資料６ 

1

2

3

4

5

6
7

0
2

私立保育所(園数)

11

3

0

11

13

研修の必要性を感じない 0 0 0

その他 0 1 2

平日は子どもがいるため、時間外
の研修は難しい

1 7 18

全員そろっての研修会の実施が
難しい

1 7 28

研修の中心となる職員がいない 0 0 3

職員研修の計画がない 0 0 2

回答 公立幼稚園(園数) 私立幼稚園(園数) 公立保育所(園数)

仕事が多忙で研修会する時間が
ない

1 4 17
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■本県の児童生徒の現状 

（１） 平成２４年度全国学力･学習状況調査の結果 

 
教科の調査：国語、算数・数学（A[知識]、B[活用]）、理科 

小学校６年 国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ 理科
本県平均正答率 83.2 56.2 72.8 57.3 59.6
全国平均正答率 81.6 55.6 73.3 58.9 60.9

中学校３年 国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ 理科
本県平均正答率 76.0 65.2 64.0 49.5 52.4
全国平均正答率 75.1 63.3 62.1 49.3 51.0

国語は全国の平均を上回っていますが、算数と理

科は全国の平均を下回っています。 
すべての教科で全国の平均を上回っています。 

朝食を毎日、食べている 読書は好きである

地域の行事に参加してい
る１ 毎日食べる ２ どちらかと言えば食べる 

   ３ どちらかと言えば食べない  ４ 食べない 

「毎日、朝食を食べますか」で選んだ項目と正答率の関係 

「家で学校の授業の復習をしていますか」で 
選んだ項目と国語A・算数の正答率との関係 家で学校の復習をしている 

 POINT 
本県の児童生徒の現状から、規則正しい生活リズムや生活習慣を乳幼児期から身につけてお

くことが、小学校以降の学習や生活の大きな基盤となることが考えられます。 
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（２）不登校児童生徒の割合の推移（平成６年度～２３年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）平成２２年度全国体力・運動能力・運動習慣等調査 鳥取県の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校の不登校児童数は横ばい、出現率は全国をやや上回っている。中学校の不登 

校生徒数は減少に転ずるが、出現率は全国を上回っている。 

 １週間の総運動時間では、中学生で運動する子どもとしない子どもの二極化が見られた。小学

生の男子においても、その傾向がうかがえる。また、女子については、小学生で２２．８％、中

学生で２５．８%の子どもが１週間の総運動時間が６０分未満であり、１／４近くがほとんど運動

していない状況である。 
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第Ⅲ章 めざす子どもの姿 

１ 遊びきる子ども 

 

 
本県では、「遊びきる子ども」をめざす子どもの姿として掲げました。 
遊びと生活の中で、心も頭も体も一緒に育つのが乳幼児期の特徴です。友達との集団

生活を通して､「遊びきる子ども」を育てていくことをめざします。 
遊びの楽しさは、子どもが遊びたいという意欲から、自ら遊びだすことで始まります。

そして、遊びこむことで、遊びの楽しさやおもしろさが深まったり広がったりしていき

ます。十分に遊びこむことが遊びきることにつながり、遊びきることで心地よい満足感

や達成感を味わっていくのです。この満足感や達成感といった自己充実感が自信となり、

新たな遊びを生み出すエネルギーや次の活動への気持ちの切り替えにつながるのです。 
そのため、幼稚園・保育所・認定こども園では、友達とたっぷり遊ぶ時間と場を保障

し、心ゆくまで遊びきることができる環境を構成することが必要となります。 
また、幼児教育・保育の専門家である保育者が、主体的な遊びを中心とした乳幼児期

にふさわしい生活をつくっていくことが重要です。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ： 

 

 

 

 

「遊びこむ」とは、遊びに集中する中で、その子らしい発想が生かされて遊びが深まったり

広がったりしながら継続して展開されている状態のことをいいます。そこには、時間・空間・

仲間の三つの間
ま

が必要です。我を忘れて「遊びこむ」ほどの楽しさを知ることが「遊びきる」

ことにつながります。「遊びきる」とは、一人一人が自己発揮をし、様々な葛藤体験を乗り越

えながら友達とかかわって十分に遊びこみ、満足感や達成感を味わうことができている状態で

あるととらえられます。 

遊 び き る 子 ど も 

わあ、こんなに深くなったよ 

 【驚き･感動】【満足感】 

【楽しさ】【有能感】【充実感】 
失敗してもあきらめ

ない【チャレンジ】 

すごく大きい川にしようよ 

いいね【共通の目的】 

どうしてかな 

どうすればうまくいくのかな 

【気付き】【探究心】【試行錯誤】 

おもしろそうだね

【興味関心】 

水を入れるよ【提案】【意欲】 

くずれるからだめだよ【葛藤】 

じゃあ、固まってからにする 

【折り合いをつける】 

汚れなんか気にしてられない

【夢中】【没頭】【集中】 

 POINT 
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２ 遊びの中の学び 

幼児期は、知識を教えられ身につけていく時期ではなく、遊びながら学んでいく時期

です。子どもは、夢中になって遊びこむ中で、保育者や友達、地域の人々、自然やさま

ざまなもの・出来事に出会います。それらとのかかわりを広げたり深めたりしていくこ

とで、新しい世界に気付き、自分自身について振り返るようになっていきます。 
子どもは、幼稚園や保育所、認定こども園で、興味や関心に基づいた自発的な活動や

具体的な体験を通して多くのことを学びます。子どもの遊びには、成長や発達にとって

重要な体験がたくさん含まれています。遊びは幼児期にふさわしい学びなのです。その

学びの質を高めるために、保育者は幼児の内面を理解し幼児が経験していることを的確

にとらえ、遊びこむ・遊びきることにつながるのです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
遊びは幼児期にふさわしい学び 

・転がる仕組みを発見する 
・遊び方を話し合う 
・遊び方を工夫する 
・転がす順番を守る 
・さまざまな斜度、素材で試す 
・片付けをする   
など、遊びにはたくさんの学びが 
ひそんでいるのです。 

 POINT 
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３ 育ちと学びの連続性 

幼稚園教育要領及び保育所保育指針の「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の

５領域と小学校の「国語」や「算数」などは、一見何のつながりもないように見えたり、

ある領域と特定の教科が直接つながっているように見えたりするかもしれません。 
幼児期の教育と小学校教育は、指導法や学び方に尊重すべき違いがありますが、特定

の領域と教科の表面的なつながりではなく、全体として深いところで結びついています。

幼児期の教育の特性である遊びを通しての総合的な指導が、義務教育及びその後の教育

の基盤を作っているのです。遊びこむ・遊びきることを大切にした指導により、学びの

質を高めることが求められます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「育ちと学びをつなぐⅠ・Ⅱ」 鳥取県教育委員会（平成１７年１１月・平成２１年３月） 
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